
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両に搭載した燃料電池と、
手動で操作可能な燃料電池の起動手段および停止手段と、
氷点下において燃料電池の起動を開始した時は、燃料電池の温度が所定値以上になるまで
燃料電池の発電停止を禁止する手段と、
を備えたことを特徴とする燃料電池の制御装置。
【請求項２】
前記燃料電池の温度が前記所定値以上になった後の発電停止時に、燃料電池内に残留する
残留水をパージ手段によりパージすることを特徴とする燃料電池の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両に搭載した燃料電池の発電停止を制御する燃料電池の制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、車両の駆動源として、燃料電池を備えた燃料電池車両が提案されている。この種の
燃料電池としては、起動スイッチを作動させることにより燃料電池の両電極（アノード電
極、カソード電極）にそれぞれ反応ガス（燃料ガス、酸化剤ガス）を供給し、燃料電池の
両電極間で電気化学反応を発生させることにより、所定の起電力を得るようにしたものが
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ある（特許文献１参照）。
【０００３】
ところで、燃料電池の温度が低い（特に０度以下）場合には、燃料電池の発電特性が低下
してしまい、所定量の反応ガスを燃料電池に供給しても発電を十分行うことができない。
このため、起動スイッチが作動した時に燃料電池の温度が低い場合には、燃料電池の温度
を所定値（例えば０度）以上に上昇させて、発電特性を上げることが望ましい。
【０００４】
【特許文献１】
特開平４－２０９４６９号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、低温時に燃料電池の起動が開始された後、燃料電池の温度が所定値以上に
達する前に、運転者の事情等により燃料電池に停止指令が出される場合がある。この場合
に、燃料電池への反応ガスの供給を直ちに停止して発電を停止すると、燃料電池は所定温
度に達しないまま停止されることになる。
燃料電池は、その性質上、発電の際に水を生成する。したがって、燃料電池の温度が低い
まま発電を停止すると、起動開始から停止時までに発電により生じた水が燃料電池内で氷
結してしまう。この氷結した水が、次回燃料電池を起動する際に障害となり、燃料電池の
起動性を悪化させるという問題があった。
【０００６】
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、低温時に燃料電池の停止指令が
出された場合であっても、燃料電池の起動性を良好に保つことができる燃料電池の制御装
置を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の請求項１に係る発明は、上記目的を達成するためになされたものであって、車両
に搭載した燃料電池と、手動で操作可能な燃料電池の起動手段（例えば、実施の形態にお
ける起動スイッチ５の作動）および停止手段（例えば、実施の形態における起動スイッチ
５の停止）と、氷点下において燃料電池の起動を開始した時は、燃料電池の温度が所定値
以上になるまで燃料電池の発電停止を禁止する手段（例えば、実施の形態におけるＥＣＵ
８）と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
この発明によれば、起動手段が操作されると、燃料電池に反応ガスが供給されて発電を開
始させる。燃料電池は発電の際発熱を伴うため、発電を継続することにより温度が上昇し
ていく。ここで、燃料電池が氷点下で起動された場合に、燃料電池の温度が十分高く（例
えば、０度以上）なる前に前記停止手段が操作されて、発電の停止命令が出される場合が
ある。この場合には、燃料電池を直ちに停止せずに発電を継続させて発熱させ、燃料電池
の温度を所定値（例えば、実施の形態における基準値２０度）以上にする制御を行う。こ
れにより、発電により生成された水が燃料電池の電極で再凍結する事態を防止でき、生成
された水が電極外に排出されるため、燃料電池の起動性を良好に保つことができる。
【０００９】
請求項２に係る発明は、前記燃料電池の温度が前記所定値以上になった後の発電停止時に
、燃料電池内に残留する残留水をパージ手段（例えば、実施の形態におけるパージバルブ
４ａ、４ｂ）によりパージすることを特徴とする。
この発明によれば、燃料電池内の水が凍結しないように燃料電池の温度を上昇させてから
残留水を排出するため、発電停止後に燃料電池内で残留水が凍結することを防止でき、燃
料電池の起動性をより一層良好に保つことができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。
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図１は本発明の実施の形態に係る燃料電池の制御装置を備える燃料電池車両１の概略構成
図である。本実施の形態に係る燃料電池車両１は、例えば燃料電池２と蓄電装置であるキ
ャパシタ９とから構成されたハイブリッド型の電源装置を備えている。
【００１１】
前記燃料電池２は、固体高分子電解質膜をアノード電極とカソード電極とで挟み込んだ膜
電極構造体を一対のセパレータで挟持したものである。固体高分子電解質膜としては、ペ
ルフルオロスルホン酸ポリマーに水を含浸させたもの等が用いられる。また、アノード電
極およびカソード電極は、カーボンペーパー等からなるガス拡散層の表面に、白金等の電
極触媒層を設けた構成とされ、該電極触媒層同士が固体高分子電解質膜を介して対向する
ように該固体高分子電解質膜に接合されている。
【００１２】
前記燃料電池２のアノード電極には燃料ガス供給通路１２を介して水素タンク１０が接続
され、カソード電極には酸化剤ガス供給通路１３を介してコンプレッサ３が接続されてい
る。発電時には、前記アノード電極に水素タンク１０から燃料ガス（水素）が供給され、
カソード電極にはコンプレッサ３から酸化剤ガス（酸素を含む空気）が供給される。アノ
ード電極の反応面に水素が供給されると、ここで水素がイオン化され、固体高分子電解質
膜を介してカソード電極の方に移動する。この間に生じた電子が外部回路に取り出され、
直流の電気エネルギーとして利用される。
【００１３】
また、燃料電池２のアノード電極、カソード電極には、それぞれ燃料ガス排出通路１４、
酸化剤ガス排出通路１５が接続され、それぞれの通路１４，１５から反応済みの燃料ガス
、酸化剤ガスが排出される。本実施の形態においては、酸化剤ガス排出通路１５上に温度
センサ６を設け、該温度センサ６により前記排出通路１５の温度を検知して、燃料電池２
内の温度を推定している。
前記燃料ガス排出通路１４、酸化剤ガス排出通路１５には、それぞれパージバルブ４ａ、
４ｂが設けられ、必要に応じて開閉制御が行われる。
【００１４】
そして、前記燃料電池２には電気ヒータ１１が設けられ、該電気ヒータ１１を作動させる
ことにより、燃料電池２の加温を行えるようにしている。
また、本実施形態におけるキャパシタ９は例えば電気二重層キャパシタとされ、前記燃料
電池２の発電電流で充電されるとともに、前記燃料電池２の発電を補助する機能も備えて
いる。
【００１５】
また、図１に示したように、前記温度センサ６に加えて、コンプレッサ３やキャパシタ９
、パージバルブ４ａ、４ｂや電気ヒータ１１もＥＣＵ８に接続され、ＥＣＵ８は必要に応
じてこれらの機器を制御する（詳細は後述する）。また、ＥＣＵ８は、起動スイッチ５に
も接続されている。前記起動スイッチ５は運転者が手動で操作可能に形成され、これらの
スイッチ５の作動または停止により、ＥＣＵ８はそれに応じた制御を各機器に対して行う
。これについては後述する。
【００１６】
なお、車両１には、上述したもの以外に、駆動用モータや車輪、各種補記類も備えている
が、これらについては図示と説明を省略する。
【００１７】
図２は上記のように構成した燃料電池の制御装置のフローチャートである。このフローチ
ャートでは、起動開始時の燃料電池２の温度が氷点下である場合について説明している。
まず、ステップＳ０２で、運転者が起動スイッチ５を操作して作動させると、ステップＳ
０４で、ＥＣＵ８がその作動信号を検知して、コンプレッサ３等の燃料電池作動用補機類
に指令を送り、水素タンク１０やコンプレッサ３から燃料電池２の電極（アノード電極、
カソード電極）にそれぞれ反応ガス（水素ガス、酸化剤ガス）を供給する。これにより、
燃料電池２での発電が開始される。燃料電池２は発電の際に発熱を伴うため、発電を継続
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することにより温度が上昇していく。
【００１８】
また、本実施の形態では、ステップＳ０５で、加温制御を行い、燃料電池２の温度上昇が
より速やかになるようにしている。この加温制御としては、燃料電池２に搭載した電気ヒ
ータ１１を作動させて燃料電池２を加温させたり、燃料電池２に供給する反応ガスの量を
通常発電時よりも増加させて、発電による発熱量を増加させる等の制御がある。なお、こ
のステップＳ０５の制御は、必要に応じて省略することもできる。
【００１９】
そして、ステップＳ０６のように、運転者の操作により起動スイッチ５を停止して、ＥＣ
Ｕ８が燃料電池２の停止命令を検知すると、ステップＳ０８で、燃料電池２の温度が基準
値（この場合は２０度）より大きいかどうかを判定する。
この判定結果がＹＥＳの場合には、燃料電池２はすでに温度が十分高くなっており、燃料
電池２内に残留する水分は解凍されている。この場合には、ステップＳ１２で、ＥＣＵ８
は、パージバルブ４ａ、４ｂを開くとともに、前記コンプレッサ３から供給する空気の流
量を増やして、パージ処理を行う。これにより、燃料電池２内に残留する水を外部に排出
することができる。なお、このパージ処理は、空気の代わりに不活性ガスにより行っても
よい。
【００２０】
ステップＳ０８の判定結果がＮＯの場合には、燃料電池２の温度が基準温度以下であり、
燃料電池２内に残留する水が氷結している可能性がある。この場合には、ＥＣＵ８は燃料
電池２を直ちに停止せずに、ステップＳ１０で、燃料電池２の加温制御を継続して行い、
所定時間経過後さらにステップＳ０８の判定を再度行う。そして、燃料電池２の温度が基
準値以上になった場合には、ステップＳ１２で上述したパージ処理を行い、ステップＳ１
４で反応ガスの供給を停止して発電を停止する。
【００２１】
このように、燃料電池２が氷点下で起動されて燃料電池２の温度が十分高くなる前に前記
起動スイッチ５が停止されても、燃料電池２内の水が凍結しないように燃料電池２の温度
を上昇させるため、生成された水が電極外に排出され、燃料電池の起動性を良好に保つこ
とができる。加えて、前記残留水を発電停止時に排出するため、発電停止後に燃料電池２
内で残留水が凍結することを防止でき、燃料電池２の起動性をより一層良好に保つことが
できる。
【００２２】
以上のように、本発明における燃料電池の制御装置を実施の形態において説明したが、本
発明はこの内容に限定されない。例えば、実施の形態では、燃料電池２に電気ヒータ（加
温装置）を設けたが、これに限らず、燃料電池に供給する反応ガスの温度を上昇させる等
の制御を行ってもよい、また発電による発熱のみで燃料電池２を加温をさせてもよい。ま
た、実施の形態においては、蓄電装置としてキャパシタ９を用いたが、これに代えてバッ
テリを用いてもよい。また、実施の形態においては、酸化剤ガス排出通路に温度センサ６
を設けたが、燃料ガス排出通路に設けてもよく、燃料電池２に内蔵させてもよく、燃料電
池２内を循環する循環水（冷却水）の通路に設けてもよい。
なお、実施の形態においては、基準値を２０度に設定したが、基準値の値はこれに限らず
、０度以上であれば必要に応じて変更可能である。
【００２３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１に係る発明によれば、発電により生成された水が
燃料電池の電極で再凍結する事態を防止でき、生成された水が電極外に排出されるため、
燃料電池の起動性を良好に保つことができる。
請求項２に係る発明によれば、発電停止後に燃料電池内で残留水が凍結することを防止で
き、燃料電池の起動性をより一層良好に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の実施の形態に係る燃料電池の制御装置を示す概略構成図である。
【図２】　図１の燃料電池の制御装置のフローチャートである。
【符号の説明】
１　燃料電池車両
２　燃料電池
４ａ、４ｂ　パージバルブ
５　起動スイッチ
８　ＥＣＵ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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